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○
介

護
保

険
法

（
抜

粋
）

（
平

成
九

年
一

二
月

一
七

日
）

（
法

律
第

百
二

十
三

号
）

(基
本

指
針

)

第
百

十
六

条
厚

生
労

働
大

臣
は

、
介

護
保

険
事

業
に

係
る

保
険

給
付

の
円

滑
な

実
施

を
確

保
す

る
た

め
の

基
本

的
な

指
針

(以
下

「
基

本
指

針
」

と
い

う
。

)を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

２
基

本
指

針
に

お
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
一

介
護

給
付

等
対

象
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

体
制

の
確

保
及

び
地

域
支

援
事

業
の

実
施

に
関

す
る

基
本

的
事

二
次

条
第

一
項

に
規

定
す

る
市

町
村

介
護

保
険

事
業

計
画

に
お

い
て

同
条

第
二

項
第

一
号

の
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
ご

と
の

量
の

見
込

み
を

定
め

る
に

当
た

っ
て

参
酌

す
べ

き
標

準
そ

の
他

当
該

市
町

村
介

護
保

険
事

業
計

画
及

び
第

百
十

八
条

第
一

項
に

規
定

す
る

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

の
作

成
に

関
す

る
事

項

三
そ

の
他

介
護

保
険

事
業

に
係

る
保

険
給

付
の

円
滑

な
実

施
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

介
護

保
険

事
業

計
画

に
お
け
る
「
参

酌
標

準
」

介
護

保
険

事
業

計
画

に
お
け
る
「
参

酌
標

準
」
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第
３
期

介
護

保
険

事
業

計
画

に
お
け
る
参

酌
標

準
の
考

え
方

○
※
介
護
保
険
３
施
設
及
び
介
護
専
用
の
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
の

適
正
な
整
備

平
成

1
6
年

度
要

介
護

認
定

者
数

（
要

介
護

２
～

５
）

に
対

す
る

施
設

・
居

住
系

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
の

割
合

は
４

１
％

平
成

２
６

年
度 ３
７
％

以
下

（
平

成
1
6
年

度
の
４
１
％
か
ら
１
割

引
下

げ
）

○
※
介
護
保
険
３
施
設
利
用
者
の
重
度
者
へ
の
重
点
化

平
成

1
6
年

度
入

所
施

設
利

用
者

全
体

に
対

す
る

要
介

護
４

，
５

の
割

合
は

５
９

％

平
成

２
６

年
度 ７
０
％

以
上

平
成

２
６

年
度

・
３
施
設
の
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
割
合

５
０
％

以
上

・
特
養
の
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
割
合

７
０
％

以
上

○
※
介
護
保
険
３
施
設
の
個
室
化
の
推
進

平
成

1
6
年

度
・

３
施

設
の

個
室

割
合

は
１

２
％

・
介

護
老

人
福

祉
施

設
（

特
養

）
の

個
室

の
割

合
は
１

５
％

【
こ
れ
か
ら
の
整

備
の
イ
メ
ー
ジ
（
全

国
推

計
）
】

要
介

護
２
～

５

2
1
0
万
人

2
9
0
万
人

3
2
0
万

人
（
自

然
体

）

４
１
％

介
護

予
防

効
果

1
0
％

３
７
％

平
成
1
6
年
度

平
成
2
6
年
度

1
0
8
万
人

8
7
万
人

（
※

）
介

護
専

用
の
居

住
系

サ
ー
ビ
ス
：
認

知
症

高
齢

者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
特

定
施

設
の
一

部
（
介

護
専

用
型

の
も
の
）
を
想

定

介
護

保
険

３
施

設
＋

居
住
系

サ
ー
ビ
ス

○
多
様
な
「
住
ま
い
」
の
普
及
の
推
進

・
高

齢
者

単
身

世
帯

の
増

加
・

都
市

部
の

高
齢

化
の

急
速

な
進

行
・

高
齢

期
の

住
み

替
え

に
対

す
る

ニ
ー

ズ

多
様

な
「

住
ま

い
」

の
普

及
→

高
齢

者
が

安
心

し
て

暮
ら

せ
る

よ
う

、
介

護
が

付
い

て
い

る
住

ま
い

を
適

切
に

普
及

介
護

保
険

３
施

設
に
は

地
域

密
着
型

介
護
老

人
福
祉

施
設

を
含

む
。

※
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施
設

サ
ー
ビ
ス
に
係

る
参

酌
標

準
の

変
遷

に
つ
い
て

計
画

時
点

施
設
種
別

参
酌
標
準

介
護

老
人

福
祉

施
設

高
齢

者
人

口
の

1
.3
6
％

介
護

老
人

保
健

施
設

高
齢

者
人

口
の

1
.1
9
％

介
護

療
養

型
医

療
施

設
高

齢
者

人
口

の
0
.8
5
％

認
知

症
高

齢
者

グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム

特
定
施
設

参
酌

標
準

な
し

介
護

老
人

福
祉

施
設

高
齢

者
人

口
の

1
.5
％

介
護

老
人

保
健

施
設

高
齢

者
人

口
の

1
.1
％

介
護

療
養

型
医

療
施

設
高

齢
者

人
口

の
0
.6
％

認
知

症
高

齢
者

グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム

特
定
施
設

高
齢

者
人

口
の

0
.3
％

第
３
期

平
成

２
６
年

度
の

み

介
護

保
険

３
施

設
と
居

住
系

サ
ー
ビ

ス
で
あ
る
認

知
症

高
齢

者
グ
ル

ー
プ

ホ
ー
ム
及

び
介

護
専

用
型

特
定

施
設

の
５
施

設
合

計

要
介

護
２
以

上
の

認
定

者
の

３
７
％

以
下

６
５
歳

以
上

人
口

の
３
．
５
％

第
２
期

平
成

１
５
～

１
９
年

度
の
各
年
度

６
５
歳

以
上

人
口

の
３
．
４
％

（
特

養
：
老

健
：
療

養
型

＝
８
：
７
：
５
）

第
１
期

平
成

１
２
～

１
６
年

度
の
各
年
度
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第
二

款
介

護
老

人
保

健
施

設

（
開

設
許

可
）

第
九

十
四

条
５

都
道

府
県

知
事

は
、

第
一

項
の

許
可

又
は

第
二

項
の

許
可

（
入

所
定

員
の

増
加

に
係

る
も

の
に

限
る

。
以

下
こ

の
項

及
び

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
申

請
が

あ
っ

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

申
請

に
係

る
施

設
の

所
在

地
を

含
む

区
域

（
第

百
十

八
条

第
二

項
第

一
号

の
規

定
に

よ
り

当
該

都
道

府
県

が
定

め
る

区
域

と
す

る
。

）
に

お
け

る
介

護
老

人
保

健
施

設
の

入
所

定
員

の
総

数
が

、
同

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

都
道

府
県

が
定

め
る

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

に
お

い
て

定
め

る
そ

の
区

域
の

介
護

老
人

保
健

施
設

の
必

要
入

所
定

員
総

数
に

既
に

達
し

て
い

る
か

、
又

は
当

該
申

請
に

係
る

施
設

の
開

設
若

し
く

は
入

所
定

員
の

増
加

に
よ

っ
て

こ
れ

を
超

え
る

こ
と

に
な

る
と

認
め

る
と

き
、

そ
の

他
の

当
該

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

の
達

成
に

支
障

を
生

ず
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

第
一

項
の

許
可

又
は

第
二

項
の

許
可

を
与

え
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

○
介

護
保

険
法

（
抜

粋
）

（
平

成
九

年
一

二
月

一
七

日
）

（
法

律
第

百
二

十
三

号
）

（
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の
指

定
）

第
七

十
条

４
都

道
府

県
知

事
は

、
混

合
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
（

介
護

専
用

型
特

定
施

設
以

外
の

特
定

施
設

に
入

居
し

て
い

る
要

介
護

者
に

つ
い

て
行

わ
れ

る
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
つ

き
第

一
項

の
申

請
が

あ
っ

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

申
請

に
係

る
事

業
所

の
所

在
地

を
含

む
区

域
（

第
百

十
八

条
第

二
項

第
一

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
都

道
府

県
が

定
め

る
区

域
と

す
る

。
）

に
お

け
る

混
合

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
推

定
利

用
定

員
（

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

定
員

を
い

う
。

）
の

総
数

が
、

同
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
都

道
府

県
が

定
め

る
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
に

お
い

て
定

め
る

そ
の

区
域

の
混

合
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

必
要

利
用

定
員

総
数

に
既

に
達

し
て

い
る

か
、

又
は

当
該

申
請

に
係

る
事

業
者

の
指

定
に

よ
っ

て
こ

れ
を

超
え

る
こ

と
に

な
る

と
認

め
る

と
き

、
そ

の
他

の
当

該
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

達
成

に
支

障
を

生
ず

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
第

四
十

一
条

第
一

項
本

文
の

指
定

を
し

な
い

こ
と

が
で

き
る

。

※
特

別
養

護
老

人
ホ
ー
ム
、
介

護
療

養
型

医
療

施
設

、
認

知
症

高
齢

者
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
、
介

護
専

用
型

特
定

施
設

等
に
つ
い
て
も
同

じ
。
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附
則
（

検
討

）
第

二
条

３
政

府
は

、
入

所
者

の
状

態
に

応
じ

て
ふ

さ
わ

し
い

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
観

点
か

ら
、

介
護

保
険

法
第

八
条

第
二

十
五

項
に

規
定

す
る

介
護

老
人

保
健

施
設

及
び

同
条

第
二

十
四

項
に

規
定

す
る

介
護

老
人

福
祉

施
設

の
基

本
的

な
在

り
方

並
び

に
こ

れ
ら

の
施

設
の

入
所

者
に

対
す

る
医

療
の

提
供

の
在

り
方

の
見

直
し

を
検

討
す

る
と

と
も

に
、

介
護

保
険

施
設

等
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

並
び

に
利

用
者

負
担

の
在

り
方

等
に

つ
い

て
検

討
を

加
え

、
そ

の
結

果
に

基
づ

い
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
と

と
も

に
、

地
域

に
お

け
る

適
切

な
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
及

び
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

体
制

の
整

備
の

支
援

に
努

め
る

も
の

と
す
る
。

健
康

保
険

法
等

の
一

部
を
改

正
す
る
法

律
案

に
お
け
る
検

討
規

定
健

康
保

険
法

等
の

一
部

を
改

正
す
る
法

律
案

に
お
け
る
検

討
規

定
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福
祉

医
療

機
構

か
ら
の

融
資

○
医
療
の
必
要
性
が
低
く
、
ま
た
、
介
護
の
必
要
度
も
低
い
患
者
が
多
数
入
院
し

て
い
る
な
ど
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
今
回
の
診
療
報
酬
・
介
護
報
酬
の
同
時

改
定
を
受
け
て
、
一
時
的
な
資
金
不
足
が
生
じ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

○
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
経
営
安
定
化
資
金

（
長
期
運
転
資
金
）
の
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
検
討
し
て
い
ま
す
。

融
資

要
件

・
融

資
条

件

【
償
還
期
間
・
据
置
期
間
】

５
年
以
内
、
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
７
年
以
内
（
う
ち
据
置
期
間
１
年
以
内
）

【
資
金
使
途
】

一
時
的
な
特
殊
要
因
等
に
よ
り
生
じ
た
資
金
不
足
を
解
消
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
繰
り
資
金
、
経

営
改
善
の
た
め
に
必
要
な
資
金

【
融

資
限
度

額
】

病
院

：
１
億

円
、
診
療

所
：
４
，
０
０
０
万

円

【
経
営
診
断
】

原
則
と
し
て
機
構
の
経
営
診
断
・
指
導
を
受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
担
保
】

原
則
と
し
て
、
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
融
資
の
対
象
と
な
る
建
物
・
敷
地
に
加
え
て
、
診
療
報
酬

債
権
等
を
担
保
（
診
療
報
酬
月
額
等
の
２
倍
以
内
）
と
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
可
能
で
す
。

＊
こ
の

ほ
か

に
、
連

帯
保

証
人

も
必

要
と
な
り
ま
す
。
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